
 

（２）地域・職域連携による効果 

 

１）健診・保健指導における地域・職域連携の効果 

地域と職域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。しか

し、今後は保健指導に利用できる資源を地域と職域が共有することにより、

利用できるサービスの選択肢を増大させることも必要である。具体的には、

それぞれの有する保健指導のための教材、フォローアップのための健康教育

プログラムや施設、さらには地域、職域それぞれで展開されてきた保健指導

の知識と技術を有する人材の活用などが考えられる。これらは、対象者がサ

ービスを主体的に選択し、行動変容と維持する可能性を高めるものとして期

待できる。また、地域、職域とも費用、人的資源の効率的な運用が図られる。 

 これまで、地域と職域は定年を区切りにそれぞれが展開してきた。しかし、

連携することにより、対象者は退職後にも経年的な変化を理解してもらい、

一貫した保健指導を受けることができる。 

 

２）健診・保健指導における地域・職域連携のための方策 

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要となる。地域と職域

それぞれが健診・保健指導に関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関

する課題を明確にし、活動計画を立案した上で、実際の展開で共有できる部

分と協力できる部分、独自で行うことがよい部分について情報交換の機会を

もち、進めていくことが必要であり、保険者協議会、都道府県や二次医療圏

の地域・職域連携推進協議会を活用することも有効である。 

 

３）地域・職域連携推進協議会と保険者協議会との連携 

平成２０年度から特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられ、

内臓脂肪症候群に着目したハイリスクアプローチが被保険者・被扶養者に提

供される。この医療保険者によるハイリスクアプローチと、地域・職域連携

推進協議会が地域・職域全体で取り組むポピュレーションアプローチとを一

体的に提供していくことが期待される。 

地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の主な役割は、図のとおりであ

る。地域・職域連携推進協議会においては、保険者協議会における医療費等

の分析や特定健診・特定保健指導に関する実施体制、結果等から得られた現

状や課題について情報提供を受け、地域全体として取り組む健康課題を明ら

かにし、保健医療資源を相互に活用、又は保健事業を共同で実施することに

より、地域・職域連携推進事業を進めていくことが望まれる。 
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